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各都道府県労働基準局長殿 

労働省労働基準局長 

労災保険の特別加入にかかる 加入時健康診断の 実施等について 

表記については ，昭和 62 年 3 月 30 日付け労働省発労役第 23 号， 基発 第 174 号「労働者災害補償保険法 

及び労働保険の 保険料の徴収等に 関する法律の 一部を改正する 法律の施行 ( 第二次分 ) 等について」 

の記の第 5 により指示したところであ るが，その具体的な 取り扱いについては 下記によることとした 

ので，事務処理に 遺漏なきを期されたい。 

記
 

  目白 勺 

労災保険の特別加入は ，任意加入制度であ って，希望する 時に加入できることとなっているが ， 

加入時に特別加入者の 健康状態を確認することとなっていなかった。 このため，特別加入者の 中 

には特別加入後短時間のうちに 疾病にり 患 していることが 確認、 されるものや ，特別加入前に 既に 

傷病にり 居 、 している者が 特別加入の申請手続を 行い，加入承認直ちに 当該疾病について 業務災害 

として保険給付の 請求を行 う ものが見受けられたところであ るが，これらのものに 保険給付を行 

う ことは，労災保険に 特別加入前の 業務が原因となって 発生した疾病について 保険給付を行 うと 

い う 保険の原理に 反する結果ともなりかれないものであ る。 

そこで，こうした 不合理が生じないよう ，特別加入を 希望する者 ( 以下「特別加入予定者」 とい 

フ 。 ) のうち一定の 者について特別加入をする 際に健康診断 ( 以下「加入時健診」 という。 ) の 受 

診を義務づけ ，特別加入予定者の 加入時の健康状態を 確認しこれにより 特別加入者に 係る保険 

給付を適正に 行い，特別加入制度の 健全な運営を 図ることとしたものであ る。 

2  知人時健診対象業務 

特別加入予定者の 業務又は作業 ( 以下，単に「業務」という。 ) のうち，加入時健診の 対象となる 

業務 ( 以下「加入時健診対象業務」 という。 ) は，当該業務に 内在する有害因子に 相当期間にわた 

り 反復ばく 露 することによって 疾病が発症するおそれがあ る業務のうち ，次に掲げる 業務とする 

( 労働者災害補償保険法施行規則 ( 以下「労災 則 」 という。 ) 第 46 条の 19 第 3 項参照 ) 。 

( イ ) じん 肺法 第 2 条第 1 項第 3 号の粉じん作業を 行 う 業務 

( ロ ) 労働基準法施行規則別表第 1 の 2 第 3 号 3 の身体に振動を 与える業務 

( ハ ) 労働安全衛生法施行令別表第 4 の 鉛 業務 

( 二 ) 有機溶剤中毒予防規則第 1 条第 1 項第 6 号の有機溶剤業務 

3  業務歴の記載 

労働者災害補償保険法 ( 以下「労災 法 」という。 ) 第 27 条第 1 号から第 5 号までに掲げる 者であ っ 

て ，特別加入者として 加入時健診対象業務に 従事する者については ，事業主又は 団体は，特別加入 

の 申請又は特別加入に 関する変更の 届出を行 うに 当たり，特別加入申請書 ( 告示様式第 34 号の 7 及 



び 第 34 号の 1(L 。 以下「申請書」という。 ) の別紙又は特別加入に 関する変更届 ( 告示様式第 34 号の 

8 。 以下「変更届」という。 ) にその者の業務歴を 記載しなければならない ( 労災 則 第 46 条の 19 第 3 

項 ( 労災 則 第 46 条の 23 第 4 項において準用する 場合を含む。 ) 参照 ) 。 

4  加入時健診対象者 

加 人時健診を必要とする 者 ( 以下「加入時健診対象者」 という。 ) は，特別加入者として 次表に 

掲げる業務を 行 う 予定の者であ って，かつ，特別加入前に 通算してそれぞれの 業務に応ずる 従事 

期間を超えて 当該業務を行ったことがあ る者とする。       

特別加入前に 左記の 
特別加入手足の 業務 グ } 種粕 

業務に従事した 期描     
I 粉じん作業を 行う業務 3 年     

@ 身体に振動を 与える業務 1 年       
3 船 業 務 6  カ 円   
4 有機溶剤業務 6    力 Ⅰ ョ 

  

5  健康診断証明書の 提出に関する 手続等 

(1)  健康診断証明書の 提出 

所轄都道府県労働基準局長 ( 以下「所轄局長」 という。 ) は，特別加入にかかる 申請書又は変 

更 届を受理するに 当たって，申請書又は 変更届に記載された 特別加入予定者の 業務内容及び 業 

務歴から判断して ，当該特別加入予定者が 加入時健診対象者に 該当すると認められている 場合 

は ， 次 表の区分にょり ，「健康診断証明書 ( 特別加入用 ) 」 (9 Ⅱ 紙特診 様式第 1 号～第 4 号。 以下「健 

康診断証明書」 という。 ) を申請書 スは 変更届に添付させることとする。 

なお， 「じん 肺 健康診断証明書」には ，じん肺の所見がないと 認められる者を 除き，加入時 健 

診 時のエックス 線写真を添付させること。 

また，上記の 健康診断証明書の 作成は，下記 6 に示す方法により ，所轄局長があ らかじめ指定 

した医療機関又は 健康診断機関 ( 以下「診断実施機関」という。 ) において行わせることとする。 



仙人時健診 対緯 君のⅨ 分 
申請 需 又は変更届に 添付   する 佃康 診断証明 害 

特別加入者として 粉ヒん 作業を行 う じん 肺健唐 診断証明書 ( 特別 

業務に従事する 老であ って、 特別 加 加入用 )( 拝診様式第 1 号 ) 

  入前に通算して 3 年以上の期間にわ 
たって当該業務に 従事したことがあ 

      るもの     
特別加入者として 身体 に 振動を与え 振動障害健康診断証明書 ( 特 

る 業務に従事する 者であ ，て 、 特別 別 加入用 )( 特診 様式 弗 2 号 ) 

Z 加入前に地算して 1 年以上の期 川に 

わたって当議業務に 従・ 事 したことが 

あ るもの 
  

特別 " 加入 ; 音 として船業務に 徒事する " 船中 佛他康 診断証明香 ( 特別 

者で・あ って、 特別加入前に 通報して 加入用 )( 特別様式第 3 号 ) Ⅱ け 

6 カ月似ビ の 期間にわたって 当該 業 

務 に従事したことがあ るもの     
( 特別加入用 ) { 特設様式 第 

ⅠⅠⅡ 

  
    上げ 算して - ㌃ る 君であ 6 カ月以上の期間にわたって って、 お年 8 り力 Ⅱ人双に通           4 ‥ チ ) 

当該業務に従事したことがあ るもの 
      

(2)  加入時健診の 実施 

加入時健診の 指示等は，特別加入団体及び 労働保険事務組合の 主たる事務所を 管轄する労働 

基準監督署長 ( 以下「所轄署長」 という。 ) が行 う こと。 

また，加入時健診は ，原則として 所轄局長があ らかじめ指定した 診断実施機関に 依頼するこ 

ととするが，加入時健診対象者であ る特別加入予定者の 居住地が管内の 診断実施機関の 所在地 

から著しく遠隔地にあ る場合は，所轄局長以外の 都道府県労働基準局長が 指定した診断実施機 

関に依頼して 差し支えない。 

イ 新たに団体を 組織して特別加入の 申請を行 う 場合 ( 労災 法 第 29 条第 1 項 ) 

( イ ) 所轄署長は，申請書に 記載された特別加入予定者の 業務 歴 等から上記 4 により加入時 健 

診の要否を審査し 加入時健診の 実施を決定したときは ，別紙 特診 様式第 5 号の「特別加入 

健康診断指示 書 」に加入時健診を 実施する診断実施機関及び 実施機関等を 記載し，当該団 

体に対し加入時健診の 受診の指示を 行い ， 併せて別紙 特診 様式第 6 号の「特別加入時健診 診 

断 実施依頼書」を 加入時健診対象者ごとに 各々 1 部を作成して 交付すること。 

( ロ ) 所轄署長から「特別加入健康診断指示 書 」による指示を 受けた団体は ， 個々の加入時 健 

診 対象者に対し ，指示された 実施期間内に 指示された診断実施機関 ( 以下「指示診断実施機 

関」 という。 ) で加入時健診を 実施させることとする。 

なお，受診に 際しては，指示診断実施機関に「特別加入時健康診断実施依頼書」を 提示さ 

せること。 

( ハ ) 当該団体は，指示診断実施機関が 作成した個々の 特別加入予定者にかかる「健康診 

断 証明書」をとりまとめ ，所轄署長を 経由して所轄局長に 提出するものとする。 



ロ 労災 法 第 29 条第 1 項の承認を受けた 特別加入団体において ，新たに特別加入者に 該当する 

に至った者が 生じたため，変更届を 提出する場合 ( 労災 則 第 46 条の 23 第 4 項において準用する 

第 46 条の 19 第 6 項 ) 

( イ ) 特別加入団体は ， 新たに特別加入者に 該当するに至った 者が，その者の 業務 歴 等から判 

断して上記 4 の加入時健診対象者に 該当する場合は ，所轄署長に 別紙 特診 様式第 7 号の「 特 

別 加入時健康診断 申 出書」を提出することとする。 

( ロ ) 所轄署長は， 「特別加入時健康診断 申 出書」に基づいて 加入時健診の 実施を決定した 場 

合は，上記 イの ( イ ) の方法に準じて 当該特別加入団体に 加入時健診の 指示を行 う こと。 

( ハ ) 特別加入団体は ，加入時健診対象者に 対し， 「特別加入健康診断指示 書 」に基づき加入時 

健診を実施させることとする。 

なお，受診に 際しては，指示診断実施機関に「特別加入時健康診断実施依頼書」を 提示さ 

せること。 

( 二 ) 特別加入団体 は ，指示診断実施機関が 作成した「健康診断証明書」を 変更届に添付して 

所轄署長を経由して 所轄局長に提出することとする。 

ハ 中小事業主が 特別加入の申請を 行 う 場合又は新たに 特別加入者に 該当するに至った 者が 

生じたため変更届を 提出する場合 ( 労災 法 第 28 条第 1 項，労災 則 第 46 条の 19 第 6 項 ) 。 

( イ ) 中小事業主は ，中小事業主本人又は 中小事業主が 行 う 事業に従事する 者がその者の 業務 

歴 等から判断して 上記 4 の加入時健診対象者に 該当する場合は ，所轄署長に「特別加入時健 

康診断 申 出書」を提出することとする。 

( ロ ) 所轄署長は， 「特別加入時健康診断 申 出書」に基づいて 加入時健診の 実施を決定した 場 

合は，上記 イの ( イ ) の方法に準じて 当該中小事業主に「特別加入健康診断指示 書 」を交付 

し 加入時健診の 指示を行うこと。 

( ハ ) 中小事業主は ，加入時健診対象者に 対し「特別加入健康診断指示 書 」に基づき加入時健 

診を実施させることとする。 

なお，受診に 際しては，指示診断実施機関に「特別加入時健康診断実施依頼書」を 提出さ 

せること。 

( 二 ) 中小事業主は ，指示診断実施機関が 作成した「健康診断証明書」を 申請書又は変更届に 

添付して所轄署長を 経由して所轄局長に 提出するものとする。 

6  診断実施機関の 指定等 

(1)  指定及び委託契約 

イ 加 人時健診は，特別加入予定者の 健康状態を的確に 把握し，保険給付の 適正化を図ること を目的とするもので あ 6 とから，所轄局長は ，健康診断証明書に 示された検査項目 １ よ る 

検査の実施及び 総合的な診断が 可能な医療機関又は 健康診断機関をあ らかじめ指定してお 

くこと。 

ロ 診断実施機関の 指定は，健康診断の 実施が的確かっ 迅速に行われるよ う ，管内における 加 

人時健診の実施可能な 医療機関及び 健康診断機関の 状況等を把握して 行 う こと。 

ハ 所轄局長は，診断実施機関を 指定したときは ，別紙様式「労災保険特別加入健康診断委託 契 

約書 」を参考にして 委託契約を締結すること。 

(2)  検査及び診断の 費用 

加入時健診のための 検査及び診断に 要する費用は ，当該指示診断実施機関からの 請求に基づ 

き ，労災診療費の 額の算出方法の 例により算出した 額を支払うこと。 

また，診断書の 作成に要した 費用 ( 診断書 料 ) については，昭和 56 年 9 月 2 日付け 基発 第 555 号 



「労災保険における 診断書 料 等の取扱いについて」の 記の 1 の (2) の診断書に要する 費用の支給 

額に準じた 額 とする。 

(3) 検査費用等の 請求及び支払い 

イ 診断実施機関における 加入時健診を 行った場合の 検査費用及び 診断書料の請求 は ，別紙 特 

診 様式第 8 号「特別加入健康診断費用請求書」により 加入時健診を 依頼した所轄署長を 経由 

して所轄局長に 行 う こと。 

ロ 所轄署長は，前記請求書が 提出されたときはその 内容を審査した ぅ えで，所轄署長に 回付 

すること。 

ハ 所轄局長は，上記の 検査費用及び 診断書料を労災勘定， ( 項 ) 労働福祉事業費， ( 日 ) 診療等委 

託費により支払うこと。 

7  特別加入予定者の 健康状態の確認等 

(1)  所轄局長は，上記 5 によって提出された 健康診断証明書に 基づいて，各疾病ごとに 次の方法に 

より特別加入予定者の 健康状態を確認することとする。 

なお，健康診断証明書だけでは 健康状態の確認が 困難な場合には ，専門医から 健康診断結果 

ほ ついて医学的所見を 徴した ぅ えで行 う こと。 

イ じん 肺 又はじん肺の 合併症 

じん 肺 健康診断証明書の 健康結果及びエックス 線写真について ，呼吸器疾患関係の 専門医 

の意見を求め ，その意見に 基づいて，じん 師法第 4 条に規定するじん 肝管理区分に 準じたじ ん 

肺の程度を確認することとし 併せて，じん 肺 合併症 ( じん師法施行規則第 1 条各号に掲げる 

疾病 ) の有無についても 確認すること。 

ロ 振動障害 

振動障害健康診断証明書に 示された加入時健診対象者の 症状又は障害が「振動障害の 認定 

基準について」 ( 昭和 52 年 5 月 28 日付け 基 登第 307 号 ) に掲げる症状又は 障害であ って，療養を 

要すると 認 " められる程度にあ るか否かほついて 確認すること。 

なお，症状又は 障害の程度が 療養を要すると 認められるまでに 進行していない 者であ って 

も，当該症状又は 障害の程度が「チェーンソー 取扱い業務に 係る健康管理の 推進について」 

( 昭和 50 年 10 月 20 日付け 基発 第 61(H 号 ) によって示された 健康管理区分のいずれかに 該当する 

ものであ るかについても 確認しておくこと。 

ハ 鉛 ，その合金又は 化合物による 中毒症 

鉛中毒健康診断証明書に 示された症状及び 検査数値が「 鉛 ，その合金又は 化合物 ( 四 アルキ 

ル鉛を除く。 ) による疾病の 認定基準について」 ( 昭和 46 年 7 月 28 日付け 基 登第 550 号 ) に掲げ 

る 症状及び検査数値から 判断して療養を 要すると認められる 程度にあ るか否かほついて 確 

認すること。 

三 有機溶剤に・よる 中毒症 

有機溶剤中毒健康診断証明書に 示された症状及び 検査数値が，「脂肪族化合物，脂環式化合 

物，芳香族化合物 ( 芳香族化合物のニトロ 又はアミノ誘導体を 除く。 ) 又は複素環式化合物の 

う ち有機溶剤として 用いられる物質による 疾病の認定基準について」 ( 昭和 51 年 1 月 30 日付け 

基発 第 122 号 ) に掲げる症状及び 検査数値から 判断して，療養を 要すると認められる 程度にあ 

るか否かほついて 確認すること。 

(2)  (1) により確認、 された事項は ，後日，特別加入者から 職業性疾病にかかる 保険給付請求があ っ 

た場合に，当該疾病についての 業務についての 業務起因性を 検討する ぅ えで重要な判断資料と 

もなるのであ り，また，健康診断証明書はその 裏 付け資料となるものなので ，所轄局長は 確認 事 



項を申請書別紙又は 変更届の備考欄に 記録，整備しておくとともに ，その写しを 所轄署長あ て 

回付しまた，提出された 健康診断証明書は ，特別加入時に 提出された申請書又は 変更届と合わ 

せて保存しておくこととする。 

8  加入承認時における 加入時健診結果の 取扱い 

(1)  特別加入の制限 

加入時健診の 結果，当該特別加入予定者が 既に当該疾病にり 患 、 していると認められる 場合 

は ， 次により特別加入についての 制限を行 う こととする。 

イ 特別加入予定者の 症状又は障害の 程度が，一般的に 就労することが 困難であ り，療養に 専 

念 しなければならないと 認められる場合は ，従事する業務にかかわらず ，特別加入を 認めな 

い O 

例えば，じん 肺 管理区分の管理 4 に相当する者，じん 肺の合併症にり 思 している者は 特別加 

入 を認、 めないこととなる。 

ロ 特別加入予定者の 症状又は障害の 程度が，当該業務からの 転換が必要と 認められる場合 

は ，当該業務に 係る特別加入は 認めない。 

例えば， 

( イ ) エックス線写真の 像がじん柿渋で 定める第三型又は 第四型 ( 太陰影の大きさが 一 側の肺 

肝 03 分の 1 以下のものに 限る。 ) で，じん肺による 著しい 肺 機能の障害がないと 認められる 

ものに相当する 者は ， 粉じん作業を 行 う 業務を除く業務に 限り特別加入を 認めることとな 

る 。 

( ロ )  「チェーンソー 取扱い業務に 係る健康管理の 推進について」 ( 昭和 50 年 10 月 20 日付け 基 

登第 610 号 ) の健康管理区分 C に相当する者は ，身体に振動を 与える業務を 除く業務に限り 

特別加入を認めることとなる。 

ハ 上記 ロに 該当する者のうち 労災 則 第 46 条の 18 第 3 号に該当する 者 ( 家内労働者 ) であ って ， 

当該業務から 他の業務に転換した 場合に特別加入者となり 得ない者については ，特別加入は 

認、 めない。 

例えば，家内労働者のうち ，有機溶剤等を 使用して行 う 業務に従事する 者 ( 労災保険法施行 

規則第 46 条の 18 第 3 号の ハ に該当する者 ) として特別加入を 予定している 者が，有機溶剤中毒 

にり思しており ，有機溶剤業務からの 転換が必要と 認められる場合がこれに 該当する。 

二 特別加入予定者の 症状又は障害の 程度が，上記 イ，ロ，ハの 程度まで進行していない 場合 

は，特別加入についての 制限は行わない。 

(2)  特別加入の制限についての 通知 

特別加入の申請又は 変更の届出に 係る事業主又は 団体に対する 加入制限の通知は ， 次により 

行 う こととする。 

イ 特別加入の申請に 関して不承認の 決定を行った 場合 

所轄局長は，加入時健診の 診断結果に基づき ，当該特別加入の 申請について 承認しないこ 

ととしたときは ，別紙時様式第 3 号によりその 旨を当該事業主又は 団体に通知すること。 

ロ 特別加入の申請に 関して，特定の 特別加入予定者を 除いて，加入承認を 行 う こととした 場 
ム   

所轄局長は，申請書別紙に 掲げられた特別加入予定者のうち ，加入時健診の 診断結果に基 

づき，特定の 者について特別加入を 認めないこととした ぅ えで特別加入を 承認することとし 

たときは，別紙時様式第 1 号によりその 旨を当該事業主又は 団体に通知すること。 

ハ 既に特別加入の 承認を受けている 事業主又は特別加入団体から 新たに特別加入者に 該当 



する者として 変更の届出があ った者に関して 特別加入を認、 めないこととした 場合 

所轄局長は，変更届に 掲げられた者について 特別加入を認、 めないこととした 場合は，別紙 

時様式第 7 号により当該事業主又は 特別加入団体にその 旨通知することとする。 

二 (1) の ロ により特別加入を 認める場合には ，その旨を申請書の 別紙又は変更届に 記載しそ 

の写しを別紙時様式第 1 号に添付して ，当該中小事業主又は 特別加入団体に 送付すること。 

9  保険給付の支給決定時における 加入時健診の 結果の取扱い 

イ 特別加入者にかかる 業務上の災害として 保険給付の対象となる 疾病は，特別加入者としての 

業務を遂行する 過程において ，当該業務に 起因して発症したことが 明らかな疾病に 限定される 

ものであ り，特別加入前に 発症した疾病及び 特別加入前の 事由により 発 疾した疾病に 関して 

は，当然保険給付は 行われない。 

従って，加入時に 既に当該疾病の 症状が労災保険の 療養補償給付の 対象となる程度まで 進行 

していたことが 明らかな者については ，特別加入後に 当該疾病を事由とする 保険給付の請求が 

あ っても保険給付は 行われないものであ ること。 

口 上記 8 の (1) の二に該当する 者として特別加入を 認められた者から 特別加入後に 当該疾病に 

り居、 したとして保険給付の 請求があ った場合は，特別加入前又は 加入後の有害因子へのばく 露 

のいずれが当該疾病の 発症の有力な 要因であ るかについて 医学的に判断することとし ，加入時 

点 における疾病の 程度及び特別加入後における 有害因子のばく 露 濃度，ばく 露 期間等からみ 

て，加入前の 業務に主たる 要因があ ると認められる 場合には保険給付は 行わないこと。 

ハ 特別加入後に 保険給付の請求があ った場合であ って，上記 イ，ロ により特別加入者として 保 

険 給付を受けられないときであ っても，特別加入前に 労働者として 当該業務に従事した 期間が 

あ る場合には，その 期間の有害因子へのばく 露の状況を十分調査し ，その間の業務が 当該 疾 、 病 

の 有力な原因となっていると 認められる場合には ，労働者に係る 保険関係により 給付手続きを 

行うこと。 
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労災保険に特別加入する 予定の者 ( 以下，「特別加入予定者」という。 ) の特別加入 

時の健康状態を 把握するための 検査及び診断 ( 以下，「加入時健診」という。 ) の実施 

に 関して 労働基準局長 ( 以下，「 甲 」という。 ) と 病 

院 院長 ( 又は健康診断機関の 長 ) ( 以下，「 乙 」という。 ) は ， 次のとお り 

契約する。 

第 1 条 弔 は ， 乙の所属する 病院 ( 又は健康診断機関 ) を「診断実施機関」に 指定す 
  
る 。 

第 2 条 乙は労働基準監督署長が 加入時健診を 指示した特別加入予定者本人から「 特 

別 加入時健康診断実施依頼書」 ( 特診 様式第 6 号 ) が提出されたときは ，次条の「連 

行診断証明書」 ( 特診 様式第 1 号 一 4 号 ) に示された診断項目により 検査及び診断を 

行 う ものとする。 

第 3 条 この契約に基づいて 実施する加入時健診の 種類及びこれに 用いる健康診断 証 

明 書の区分は次のとだりとする。 

健 診 の 種 類 健康診断証明書の 区分 

じん肺及びじん 肺 合併症の検査 じん 肺 健康診断証明書 ( 特別加入用 ) 

振動障害の検査 振動障害健康診断証明書 ( 特別加入用 ) 

鉛 又は鉛化合物による 慢性 中 
鉛中毒健康診断証明書 ( 特別加入用 )   

毒 症の検査 

有機溶剤による 慢性中毒症の 有機溶剤中毒健康診断証明書 ( 特別 加 

検査 入用 ) 

第 4 条 乙は ，「健康診断証明書」に 示された内容の 検査のみでは 受信者の疾病につい 

ての適確な診断が 困難と認められたときは ，必要な検査を 追加し ， 又は変更するこ 

とができるものとする。 

ただし， この場合は事前に ( 止むを得ない 事由があ る場合は事後速やかに ) 加入時 

健診を依頼した 労働基準監督署長 ( 以下「所轄労働基準監督署長」という。 ) に連絡 

するものとする。 



第 5 条 乙は ，この契約による 検査及び診断が 終了したときは。 第 3 条の - 健康診断 

証明書」を特別加入予定者が 所属する特別加入団体 ( 特別加入承認前の 団体を含む。 ) 

又は事業主を 経由して所轄労働基準監督署長に 提出するものとする ， 

第 6 条 この契約による 検査に要した 費用は，労災診療費の 額の算出方法によって 算 

出し，「労災保険特別加入健康診断費用請求書」 ( 牛き診 様式第 8 号 ) により所轄労働 

基準監督署長を 経由して「 甲に請求するものとする。 

ただし 甲の管轄覚の 労働基準監督署長から 依頼があ った場合には ， 乙は当該依頼 

な   行った労働基準監督署長を 経由して， 当該労働基準監督署長を 指揮監督する 都道 

府県労働基準局長   ( 以下。 「所轄局長」という。 ) に請求するものとする ， 

第 T 条 この契約による 診断及び健康診断証明書作成に 要した費用は 別に定めるとこ 

ろにより， 甲 又は所轄局長が   前条の規定による 費用の額と併せて 乙に支払うものと 

する， 

チ 第 8 この契約に定めのない ・ 事 J 頁については ， 甲乙双方が協議して 定めるものとす 

る 。 

第 9 条 この契約の当時者は ， 2 カ月前までに 予告すればいつでも 解約することがで   

  きるものとする。 

  ニの契約を証するだめ 本書 2 通を作成し・ 双方署名押印の うえ ・ 各上通を所持する 

ものとする。 

年 月 日 

田
乙
 

，ガ ・ 働 基準局長   

病院院長   

( 又は健康診断機関の 長 ) 

                          



特診 様式 第 ] 号 

労働者災害補償保険 
じん ・ 肺 健康診断証明書 

( 特 別 加 入 用 ) 

]. 受診者氏名等 

ふりかな 生 年 -  月 日 年 齢 性 別 

呪 氏 中山 大 男 。 女 
昭 午 月 日 

  TE L     

  2. 粉じん作業業務 俺 
  

    二 "  @  ""."  八二 上 "' %   ィ Ⅰ 業 の 内 ;"# 朋 tI 罰 年 数 

年 

現代まで 月から 
年 目， 

  

臼 欠 ・ ら 月月かま で 甘口 r 月 

モド ユノ / 。 ら で 月月 かま 

モ ノ @ 月 

年 月から 周 年 
年 月まで 

  

  年年 月から 月まで   月 

甜 一 。 、 執刀Ⅹは，東山 :;j" 働ポ   として 胡 )                      " 業に従立した 朋 Ⅲに -3L@ ては、 「 事暖場名 」 

欄に ; -, へ ・粗方ゴ又は「 笘 ㍉Ⅵ労働 名 Ⅱと記入すること。 

( 検査万 @ 「 

C@ 5 の ユー，，ス靭ぢ 其による検査のお ;i 煕 、 じん肝所 ら ・ ，， ( Ⅰの者に - コ 。 ・ 、 ては       6.7.8 の検査は必 

要 あ りまぜ / 」， 

④ 6 の胸部に閲する 臨床検査の紬 果 、 肺結核合併 (+)( 疑 ) の者については、 7 度 ぴ 8 の結核精 

密検査を、 また、 肺結核以覚の 合併症 (4,) ( 疑 ) の者については、 7 度 ぴ 8 の肺結核以覚の 合併 

症に 朋 する 検 俺を行ってください。 

なお、 合併症 り患 @) の   者につ。 ・ 、 ては、 8 の検査は必要あ りません。 



3. 過去のじん肝所見 ( 過去にじん 肺 所見有の場合記入 ) 

決定年月日 じん師管理区分 

4.  既 往 歴 

肺   結 核 歳 心 臓 疾 患 

胸 膜 炎 歳 歳 

気 管 支 炎 歳 その他の胸部疾患 

気管支拡張症 歳 歳     

気管支喘息   歳 歳 

肺 気 腫 歳   歳 

5  エックス線写真による 検査 ( エックス線写真を 添付すること。 ただし、 じん 肺 所見Ⅰ X の者を除く。 ) 

  
日
 

月
 

年
 

日
号
 

撮
影
年
月
 

巻
 
写
真
 

ユ
 
2
 
3. 撮影条件 KV 

 
 ロ

 
"
 

増感 紙 

 
 

イ
 

エックス線巧真の 像 

 
 

Ⅰ
 
 
 
/
 

小陰影の区分 (0/W ㌔㍉お れ ㌧㍉ ち冤ち ㍉㍉ ) 

ィ象 分 圧 タイフ。 

粒 状 影 // P Q Ⅰ 

  不整形陰影   

外
項
 

医
事
 

の
載
 

影
記
 

陰
加
 

犬
付
 

U
c
 

 
 

 
 

A
 

目
 

 
 

  

）
 
u
 

b
 

じ
 

 
 

ca cv em es@ px 

口
 

月
 

年
 

医師氏名 ⑳
 

t
b
 

） 

  

6. けゐ 。 部に関する臨床検査 
  

  検査 年月 日 年 月 日     
山口 

覚 

症 

状 

  

呼吸困難 @ Ⅱ Ⅲ Ⅳ V 

せ き     

た ん +   

心悸 元進 キ   

その他 

チブノ - ゼ   ヰ 一 
他   

ぱち 七 %  キ旨 十 一 

せ見 Ⅰ 

@       . 
副 雑 音 十 - ( 部位   

見 その他 



歳
 

満
 

齢
 

牢
 

Ⅰ
 巧
 

②
 

ク
フ
 

Ⅰ
 

ィ
一
 

回
 

 
 

棋
 

予
 

査
 横

長
 
量
 

ヒ
じ
 

ム
日
 

活
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検 査 年 月 日 年 月 日 判定 F ( 一十千 ) 

肺 i 活 
    
  み移 年 月 日 

努 力 肺 活 量     みぢ 

  沙 石 
"" 一 
里， フウ 

  ト ち仁 ン 一 楽 口ロ． 口 怖 医療機関の名称及び 所在地 

弓， 肺 活         怖 

v 2 5/ 身長 ( れ ) ロ ・口ロアノ，。 。 ソ五 

採 血 の 部 付     

採血から分析終了までの 時間 分 

酸 素 狂 ノ @@ 圧 TORR 
  医師氏名 

炭 酸 ガ ス 分 圧 TORR 

肺胞 気 動脈血酸素分圧較差 @ [          l[.".   」， 口同 " 「 O  RR ⑳   
8. 合併症に関する 検査 

中 i ミ 査 年 月 日 ，ピ 月 口   
Ⅱ ド L @@@ 丹児 症 状     

支っ 

塗 抹     
結 核 菌 

日立Ⅲ ト 養 @n@ ナ %     

核   ク   絃 撮影法 ( 
特 

  
も 惟 ・ Ⅱ 殊 撮 彰レ /"J@ ", @ ヒ @ 」 し 

ヤ @ t 時卍 Ⅱ 直   mm 

検 赤 血 球 沈 降 速 度 
2 時間値 

査 
mm 

  ツ ベ ル ク リ ン 反 吐   
mm 

  
mm 

な @f な 不 " - ト 一   途 @9,, +  一 

肺症   核 菌 /@     ， 花愛 」 れ t 」・ ．，押文 @ 
牡和 培養 十 一 培養 イー 一 

接掲       
里 -   卸せ 

以外する ナ @   

の検   
性   

  
合資         殺 手 撮影 ; 去 ( 

ル ㌢ 
  

併 旧こ Ⅰ @ Ⅱ・ 珠 撮 所 見 

宕 ㌔ の 他 の   妃 



9.  医 師所見 

療養の老、 要 有 無 

    
当 受診者については・ この診断証明書に 記載したとおりであ ることを証明 

します。 

診断年月日 

医療機関の 

年
 

地
 @
 

和
佳
 

昭
所
 

月 日 

  

⑳
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特診 様式第 2 号 
労働者災害補償保険 

振動障害健康診断証明書 

( 特 別 加 入 用 ) 

1  受診者氏名等 

ふりがな / 七 年 月 日 年 齢 性 別 

明 
氏 名 大 男 ・ 女 

昭 年 月 日 

住 所 TEL     

2  振動工具を使用した 業務業務 埜 
  五葉 場名 職神 促 彊 期 １ Ⅱ 出 促 宰 年数従事年数振動工具使用状況 振動業務 振動工具の 

1 日平均 時間 肝在 自在 
年 月 年 月 1 カ月 ソ 日 

年 月～ 
年 月 年 月 

1 口平均 時間 
年 月 1 カ月 ソ 日 

ヰ 円 
1 日平均 村田   年 月 1 カ月 " 日 

年 月～ 
何 月 何 月 

1 昌平均 時間 
二 %  ⅠⅠ 1 カ月 ソ 日 

在 @  月～ 
年 月 伸 -  月 

1  日平均 時 ; 田 

年 月 1 カ月 ソ 日 

年 月～ 
丘 「 ナ口 年 月 

1 日平均 時間 
年 :  月 1 カ月 ィ 日 

世 一人親方 笘 として振動Ⅱ只を 使 m する業務に従 彊 している期間については、 「事業場 名 」 

概には「 - 人親方」と記入すること。 

  

33. これまでにかかった 主な病父 ( ないときはⅩをつけて 下さい。 )   
かかったとき 
のな ， 令 ( オ ) 

受診の有無 

4 これまでに受けた 負傷とその部位及び 治った後に残った 症状の有無 

四 立Ⅰ 位 頭   口 上口 

受けたことの 有無 有 無 

受けたときの 年会㈱ 才 

残 っ た 症 状 有 無 

手 足 胸 腹 部 

有 無 有 無 有 無 

オ 才 オ 

有 無 有 無 有 無 



5.  目 覚 症 状 
  

項 目 及 び 部 位 発 現 程 度 

左   無 ・ 有   十一 十 ・ Ⅲ ・ 曲 
禾 手 指 の 冷 え 
ホ肖 右 無 ・ 有 十 ・ 十 ， 廿 ・ 冊 

眉 モ 

環 左 無 ， 有 土 ・ 十 ・ キ ， 出 

障 手指 の し びれ 
由 右 無 ・ 有             十 ・ 丑 ・ 卍 

左 無 ， 有           ⅠⅠ       
知 覚 鈍 麻 

末 右 l 無 ・ 有   ト ・ 十 ・ サ ・ 田 

ホ肖 脂 手 腕 よ門 J ・ 左 無 ・ 有 ヰ   ・ 十 ・ ・ 件 ， 七古 

牢甲 
  

経 の し び れ 右 無 ・ 有 Ⅰ - "       井   4} 

障   
  

位 モ - 「   手 指   前 腕 左 無 ・ 有 + 一 二 % 十干 十 

の 病 み 右 無 ・ 有 + 一   十 ユ土 

その他の 

自覚症状 

程度の評価は 、 次の区分により 記入すること。 

任 ) わずがにあ る 

(+@  あ る 

㈹ かなりあ る 

田 )  ひどくあ る 

6.  レイノ一朝」 象 

レ イ ツ ー 現象の有無 無 。 自訴があ るが未確認 ・ 確認 

確認した場合はその 方 ;' ま 

発 硯 部 位 

左 ． 

  

イ ー コ 

  """" 何肺 までかもはっきりさせて あ 翅 ""' 。 " 。 ド " さ い 。 。 。 。 う 



 
 

  

末梢 ( 循環・神経 ) 障害 椴能 検査 

常温 下 検査 
  

  

循 

肝メ @   

胡 

J 亡 月 」 

桟 ・ 

育 

  

  

  

  

      

  

ぷハ 

  

六 - - じ ヂ 右 Ⅰ て 

区 分 籠 

示 指 中 指 環 指 小 指 示 指                 亜 ヱ米 Ⅰ "'" li り、 柑 

  
            )  (   L 

  

; 爪 正 道 

                
痛 ，見 か 

( ダ )                 
  
L 

  
    振 動 党 

(125H/ ， )@ (               1, 1 

振 動 覚 

  t Ⅰ 2  )  (               

  

  已 。 @n@ ， C 気 盤 

痛覚甜の型式 検査者 名 

不実 A        毎 ，月日 昭和   甘 ・ ト @ 『Ⅰ @ 、 
検査前 の 

喫煙の有無 
  

Ⅱ 1 )  検 奔放仙は測定値を 記入するこ @ 才 @   ) 内は評価で、 一、       十、 叫、 Ⅲと記入すること。 

Ⅱ （ @ )  痛覚検査 計 はなるべく注射 鉗人 ( 2 1 G 針 ) をⅢ い ること。 これ 

別人等を記入すること。 

総合評価は次のⅨ分により 記入するこ @ 才 ・ 

1,0  二 (  一 、 土 ) L, 二 ( 十 ) 

l 」 2  二 ( ヰ ) L3 二 ( Ⅲ ) 

山ユ 列   の 

合， Ⅰ z Ⅰ U て 

  

  

  

  

  

。 C 

      仲 

ものを用いた 場合は 



(2) 冷水負荷検査 

横 指 負 荷 開 始 後 終 了 後 回 復 率 

区 分 負荷前 
l 0 分 

総合評価 

左 ・ 右 6 分 ， 分 8 分 9 分 ( 又は 5 分 1 0 分 5 分 乙 10 分 捧 
直後 ) 

  播 

循 チ指皮膚 温示 ・ 中 ・ 環 
瑛 て 。 C  )     

搬 

  

検爪 圧迫 示 ・ 中 ， 環 
査 ( 神女 ) 

  

  )  (     U(   

  
  
      咲   

経   
能 (125Hz)         Ⅸ   

検       ) (   妖   

  

室 Ⅱ 皿 て 気 け " C 

負荷温度 5  。 C  ]  Q 分間 痛覚計の型式 

検査年月日 昭和 年 月 日 検査者 名 

て 注 1 ) 

( 庄 2 ) 

( 注 3  コ 

( 住 4  ) 

検査数値は測定値を 記入すること 

(  ) 内は、 評価でⅠ 土 、 十、 

痛覚検査 討 はなるべく注射針 式 ( 

は型式等を記入すること。 

総合評価は 、 次の区分により 記入 

Lo = ( 一 、 土 ) 

Lz = ( 七 ) 

  

廿 、 田と記入すること。 

2 l G 針 S B ) を用いること。 これ以外のものを 用、 

すること。 

Ll = ( 十フ 

L3 --= ( 川 ) 

た 場合 



等
 

見
 

一
切
 

休
 

身
 

状
 

症
 

覚
 

自
 

の
 

圭
三
 

三
 

障
 

）
 

系
 
、
，
 

節
状
 

関
症
 

の
 

骨
節
 

（
 
関
 
｜
 

器
 

動
指
 

里
 
"
  

 
 
 
 
 

8
 

詣 手 関 節 肘 関 節 
区 @ 下 

左 右 左 右 十 二 右 

変 彰 一・ 十 ( ) 一 ・ 十く                 

挿       
一 ・ 土 ・ 十 ・ 井 ・Ⅲ 一 ・ 土 ・ 十 ・ 廿 ・Ⅲ 一 ・ 土 ・ 十 ・ 什 ・Ⅲ 一 ・ 士 ・ 十 ・ 廿 ・Ⅲ 

圧   
運動 痛て ・ 士 ・ 十 ・ キ ・ 叫 d  土 ・ +  , 廿 ・ 川     

一 ・ 土 ， 十 ・ 廿 ・Ⅲ 一 ・ 士 ・ 十 ・ 什 ，仙一・ 土 ・ 牛 ， 廿 ・ 卍 一 ・ 土 ・ 十 。 廿 ・ 冊 

運動 痛 の状況 

    届 く           

( 又は @% 艮       

穏 ｜ 

掌 届 く             

節 ( 又は屈曲       

の 
前 偉ヨ ぴ 3     

可 

動腕 口 外     

域 備 圭 ， 

  

( 庄 1 )  「 脂 」については 異常のあ る指名を (  ) に記入するこ と 

 
 あ

る
 

に
あ
 

0
 

力
り
 

と
ず
な
 

こ
わ
か
 

 
 す

口
㈹
 

記
入
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 分

 

区
 

の
 

次
 

 
 

 
 度

 

い
る
 

程
な
あ
 

の
 

宙
 Ⅱ
１
ロ
１
 
%
 

障
 

 
 

 
 

庄
 

 
 

㈹ ひどくあ る 

( 注 3 ,1  「 迂 劫掠の状況」は 、 例えば・ 紬 大伸展、 最大屈曲時の 痛み、 運動 域 全体にわたる 痛み、 安静時にも 痛 

  と
 

 
 る

 
す
 

己
ノ
丈
 

左
官
 
@
 

直
 

 
 -

 
，
 
疋
 

 
  
 

唄
 

 
 

 
 て

 

と
 
o
 

Ⅰ
 
っ
 

 
 

 
 

る
 

」
 

す
域
 

八
 
-
.
 
己
可
 

さ
 

%
 
-
 

 
 

 
 

よ
朗
 
｜
 

の
 

｜
 
「
 

む
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

( 庄 5 )  既往症による 異常にⅠいては、 「備考」に覚傷等のように 記入すること。 



㈲ 尺骨神経府庫症状 

月 @ 圧   f 中 経 溝   正 比 癖 月旦 ロチ ト @ -   白 放 散 柘 

左 一 ・ 土 ・ +. 廿 ・研 一・ 土 ・ 十 ・ 廿 ・ M@ 一 ・ 土 ・ 十 ・ 廿 ・ + 什 一・ 土 ・ 一 ・ キ ・ 円 一 ・ 土 ・ 十                     汁 ・ WH 

一 石 一 ・ 士 ・ 十 ‥ ト ・ @ 什 一， エ ・ 十 ・ 4 千・ 廿 @ 一 ・ 士 ・ 十 ・ - 片・ + 冊 一 ・ 士 ・ 十 ・ 廿 ・ +@+  一・ ナ ・ 十 一 ・ ィ 一 ‥ 十 ・ ド ・ L 

㈹ 既往 歴 ・障害 

9. 運動機能検査 

Ⅲ 瞬発 握力 ( 2 回族 ) 

      その他の所見 

( ネりき手左 ・ 右 ] 

万
 

六
、
 

き
い
 

ク
 
)
 

凹
目
 

 
 

 
 

目
 

ロ
 
l
 

 
 

目
 

回
 

 
 

 
 

刀
 

㎏
㎏
 

 
 

手
手
 

握
 

左
右
 

㈱ " コ まみ 力 ㈹ タッ ピンク     教 ( 3 0 秒 ) 

   
 

け
う
 

k
 

 
 

 
  

 
叫
 

 
 

g
 
k
 

 
 

が
市
 

初
て
 

手
 

圧
 

右 手     

不 -   ト月 ( @@l @.@J @ 

  丁 
( 回 ) 

右 て @   

      骨 、 関節、 筋肉、 腱 等の検査 



10 ． その他の検査 

Ⅲ 聴 ・ 力 

1@ 25Hz 2 50Hz SO OHz@ loooHz@ 2000Hz@ 4000Hz@ SOOOHz 

気 、 右 

屯 在 

右 骨 

  導在 

(2) エックス線 

(3@    血 圧 

節
右
 

鬨
 

 
 小

斤
 

飾
石
 

穏
 
 
 手

左
 

  m［？g 

㈹ その他の検査 

( 指先容積 脈波等 ) 



 
 1. 症状   検査結果等に 関する医師所見 

Ⅲ 検査 結果 

末 梢 循 環 境 ， ヌ ; 著明に認められる。 詔 められる。 認められない。 

末 梢 神 経 障 Ⅵ 著 Ⅶに認められる。 認められる。 認められない。 

運 動 機 能 障 害 著明に認められる。 認められる。 認められない 0 

そ の 他 の 異 常   
  

          類似疾患との 鑑別所見 

③ 医師総合所見 

ぐ 総合 所児使 びその他参考となる 事項   

健康官職区分の 所見     苦埋 (; . 管理 じ以 ・。 i 

当 受診者については、 こ (DD 証明書に記載しだとおりであ ることを証明しまず。 

ヘタ 新年月日   昭和 年 

地
 

斤
モ
已
 

一
月
 

の
 

関
 

機
 ・
 

療
 

医
 

 
 

日 

TEL 

                  

名 称 

診断担当者氏名   てロ ・ 



特診 様式第 3 号 

圭
 
一
 

明
 

 
 

償
断
 

労
働
者
 

毒
健
 

災
害
補
 

康
診
 

中
 

鉛
 

( 特 別 加 入 用 ) 

1. 受診者氏名等 

ふりがな 生 生 月 日 年 齢 性 １ 号 

  
氏 名 

  
大 男 。 女 
卍甘 わ Ⅱ 月   

  

2. 鉛 又は鉛化合物 ィ吏 @fj の 菜ァお歴 

方 足場 名 ナ % 又ひ 7 % ギ戸 従 晩 期 間 従邨 年数 鉛 使 Ⅲ 状 況 

( 現在 ) 年 円から 1 日   平均 時間 
車 力 月 

別れまで 1 力月 ソ 日 

            月から 1 日 平均 ぱ Ⅶ 田 

年 ;  力円 
年 :  弓 まで 1 力円 ソ 日 

          月から 
Ⅰ 日 @ % 三 二 だり 時間 

年 力 月   
  白       月まで 1 力円 ソ 日 

  
              月から   1 日子Ⅱ り 時間 

        力月 
年 ・ 月 まで   1 力円 ソ   

曲 家内力闘 石   として 鉛 Ⅹは鈍化合物使用の 又 務 に従事している 期間につ @ ・ 、 ては「 宇業 揚名」欄には、 

@ 家内方勘者」と 記入すること。 

 
 

    



3. 自覚症状又は 他覚症状 
  

食 欲 不 振 

便 Ⅰ E   

腹 部の 不   快 感 
も ん 

腹 部 の 荻 痛 

r; あ 他の消化器障害 

  四肢の伸筋 麻痩 

四肢の知覚異常 

その他の末梢神経障害 
        

関 節 痛 

筋 肉 傭 - 
  そ う 

蒼 白 

易 労   

材倦 
      感 睦 月氏 佳言三 % Ⅰ 

桂 燥 i 悪   
その他の目覚症状又は 

i 他覚症状   

4.  血 液 

@  全 面 上 ヒ 亜 ．     

血色 笘 廿 ( 9, ノ d り 

ヘマトクリット {l&X(%) @ 

  赤血球数 (   桶 軋ん n 巾 ， )  l   

({tS/@ 1,000@ )   
I その他 (     

-O 

  

尿 

コプロボ リブ イリン 

(   は fs,I@  ) 

テル タ アミノレフⅡ / 眩 

(mg ハ ) 

鉛 昼 -  ( ルか l ) 

その他 (   

5. 医師所見 

療養のせ、 要 

  
当 受診 者に ついては、 この証明書に 記載したとおりであ ることを証明しまず。 

診断年月日 昭和 年 弓 日 

所在地 
医療機関の   TEL 

名 称 

診断担当者氏名 ⑧ 



特設様式第 4 号 

労働者災害 ? 甫ィ 賀保険 

有機溶剤中毒健康診断証明書 

( 特 別 加 入 用 ) 

1. 受診者氏名等 

ふりが杜 

氏 名 

住 所 

生 年 月 日 年 齢 性 1 月 

理 
大 男 ・ 文 
昭 勾 - 月 ロ 

TEL     

 
 有機溶剤使用業務 摩 

 
 

 
 欄

 
」
 

名
 

@
 
 
 

業
 

吏
 

 
 

 
 

 
 一

 
"
 

 
 

@
 
コ
 

 
 

 
 田

 
｜
 

朋
 

ナ
 
-
 

し
 

車
 

従
 

 
 

 
 傍

 

臆
 

の
 

・
 
こ
 

@
 
ハ
 
目
 
Ⅱ
 @
 
 
ア
 Ⅰ
 

便
 
る
 

１
ュ
 

剤
 
9
 

溶
人
 

機
 

毛
と
 

一
仁
１
コ
 

し
者
 

と
軌
 

名
 
f
 労
 

働
内
 

労
家
 

内
 
「
 

家
は
 

は
又
 

又
｜
 」 

方
方
 

親
親
 

 
 

一
一
 

 
 

棚
 



3.  自覚症状 

頭 重   頭 痛 

ぬ 」 ま レ @ 

佳 燥 感 @ 

卜 眠 

も の 忘 れ 

  安 感 

し ひ れ 悠 

倦 
    思 

， 亡   悸 こ う 進 

食 欲 不 振 

悪   

組 吐 

田   痛 

糖 痛 

その他 (   

7. 血液・尿検査 

血   
@ 全 面 上 ヒ 五ぎ 

，血 色 素 量 ( 9,/ とゼ : 

Ⅰ - アトクリ ツト @ 直て % ) 
液 

赤血球数 ( 万個 ソ   m,n'   

蛋 臼 

尿 ウ ロ ピ ・リ ソー ゲ     

  尿 中 馬 尿   酸 
  

8.  医官 帝 同行 兄 

4. 皮膚又は粘膜の 症状 

    さ ． 性 X は 慢性皮膚炎 l 

凡 夫 、 爪 囲 炎 

結膜炎、 角膜炎 
鼻炎等上気．道の 炎症 

その他て   

5. 精神障害 

健 亡心 

幻 @   
@ 臣 

    意 欲 減 退 

吊 持田 、 " 案 

l その他     
  

6.  神経、 ャぷ日 人十 肋 、 忠克 " 卍 -. 器旺 。 た， " "       
視力減退・視野   色枕 
野の狭窄 

中枢神経障害 

その他 く   

肝機能 億 
害の有無 

腎ケ %  ;j ヒ障 
害の有無 

 
 

0
%
 
 

輻
 

養
 

 
 

当   受診者については、 この証明書に 記敬したどおりであ ることを証明します ， L 口 目 田 弓末口   月 口 Ⅱ 

所 "" 仏地 ,, . 

医療機関の TE し 

名 称   
診断 抑自 ・「」・氏名 を @@.       



特診 様式第 5 号 

昭和 年 月 

殿 

労働基準監督署長 ㊥ 

労働者災害補償保険 

特別加入健康診断指示 書 

労災保険の特別加入に 際し必要があ りますので、 下記により通知します。 

- 一 一 一 口 己 

日 

  

整理 健康診断を受ける 診 断 実 施 機 関 

番号 フ ・妾のあ る者の氏名   名 称 
健康診断実施期間 

， 7 「 在 地 

昭和 年 月 日から 

TEL 昭和 年 月 日の間 

昭和 年 月 日から 

TEL 昭和 佳 月 日の間 

  
昭和 年 月 日から 

TEL 昭和 年 月 日の間 

昭和 年 月 日から 

TEL 昭和 年 月 日の間 

昭和 年 月 日から 

TEL 昭和 年 月 日の間 

昭和 年 月 日から 

TEL 昭和 年 月 日の間 
  

( 受診に当っての 留意点、   

ィ 健康診断は、 指定された診断実施横関で 指定された期間内に 受診すること ，   

し 当該健康診断は 無料で受けられるので、 受診の際は必ず 川添 l- 特別加入時健康診断実施依頼 害 」 

及ひ 所定の健 廉 診断証明哲用紙を 診断実施機関に 提出すること。 

なお 、 、 健康診断証明書の 1 及び 2 欄については 前もって記入しておくこと。 

    受診 日 については、 診断 笑施 機関の都合もあ るのであ らかじめ連絡をとって 決めること。 

        健診 た施 後は、 「健康診断証明 害 」を 診 @fl, 左旋機関がら 受け取り、 個々の特別加入予定者の 健 

康 診断 証 ， m@ 害をとりまとめ、 特別加入申請書又は 変更届に添付して 労働基準監督署長に 提出すること。 

なお、 新規に特別加入団体の 承認を受ける 場合で、 既に特別加入申請 書 が労働基準監督署に 提 

出済の場合は、 健康診断証明書をそのまま 提出すること。 



特診 様式第 6 号 労働災害補償保険 

特別功人時健康診断実施依頼書 
病院院長殿 

  下記の者について。 健康の状態を 証明する書類が 柁 、 要ですので。 所定の健康診断 

証明書による 検査及び診断を 依頼します。 

昭和 枯モ 月   口 

労働基・ 準 ・ 局 労働基準監督署長 雙 

住 所 

TEL 

① 受診右の 
氏 名 

tt@ "h 

，いく い ㍉ @ @ 作 業 の 内 ， ;   促 小 咄 Ⅶ 取世 」 ¥1 亡兄 ( 又は材料 ) を ， Ⅹは 件温 態様 

従 

J ト 

歴 @@ ・．     
③ "   だ 施する 鮭城 j   シは 五                       % 山 。 i 全 t 、 H@  。 コ 振動 陣 " 、 健瑛 診断 ハ 鉛中毒 健よ 診断 

0 コ :.i; 粕 二 七機溶剤中毒 健虫 お断       ハ 鉛 。 l, 毒徒虫                                                                             
J@I;, Ⅱ・ 甘 cQ)@%. Ⅴ j n  .  J も く 。 Wi?,@s で ;,, じ f ぜ   ・     使 ， @ ち @ り r ， ;l                                       七戦 浄 @ 剤 中海他山、 公 @ 研 i, ド l:Jl                 

  

    J @i ； 、 ヰ ， Bf: 和   @ @, 日ま・でノ川 @@j 

心
，
 

 
 

   
 

 
 

 
 

岳
 

椴
 

 
   

呑
  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 
 

ト
ト
 
曲
 Ⅱ 
@
 

 
 

 
 

 
 

「
。
 

"
 '
7
@
 

．
 
．
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 格

 
集
 

 
 

屯
り
 

;
 

@
 

 
 

 
 

 
 

所屈 するⅡ   芙 上場Ⅹ は : 持 ダ ・ 胡 ; 

    
  'f Ⅰ :;1, 

代入 吝 の氏名・   咀 l, 

c 仁拒             @.,m; 項コ 

4  % 虫 診断は 、 ⑤の期間㍗ ヨ c.   た 施して下さい。 
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し
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Ⅸ
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幼
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い
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さ
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持診 様式第 7 号 

労働者災害補償保険 

特 mlJ 刑人時健康診断 申 出書 

労働基準監督署長 殿・ 

下記の者について 健康診断証明書の 提出が必要ですので、 「特別加入健康診断 指 

吊書」の交付をお 願いします。 

昭和 年 月 日 

府県 所産管轄 基 幹 番 号 枝番号 
労働保険番号 :               

事業主又は特 W:J 
  

加入団体の 住 所 

( 名称 ) 特別加入団体の 場合 
には、 その主たる 事 

氏 名     ⑳   代表者の氏名   
のうち健康診断予 定 び 作業に用いる エ ． 具 ( 又は材 秩 加入前に従事 L, た 
特別加入予定者特別加入特別加入予定者の 作業の内容友 左記の巣 務 に特別 実施すべき健康診断の 種類 

が 必要な者 年月日 薬品等 ) の名称 期間   - -                             
年 月間 二 有機溶剤中毒健康診断   
年 月間 ニ 有機溶剤中毒建康診断   
年 月間 二 有機溶剤中毒健康診断 

ま
す
。
 

し
 
 
 

 
 

を
 

と
 

 
 

 
 

る
る
 

あ
 

い
で
 

て
預
 白
ヰ
 

リ
 

け
 何
 
%
 

 
 
田
ハ
 

日
 {
{
 

一
 

 
 

昭
 

  名 称   
局 

労働保険事務組合のの 主たる事務所 所在地   電話 番 

  代表者の氏名 ⑳ 

( 注意手 頃 コ 

    この「特別加入時健診中山喜」は．中小車駕 主 又は W 別加 人山体が特別加入Ⅲ 描 又は恋 史 1.,1 届出を労働基準監 

督 署長に提出する 前に提出してください。 

2  特別加入予定者のうち、 作業内容、 業務桶から健康診断が 尼要 であ ると認められる 者全員の氏名を 記入してく 

ださい。 ( 健康診断が必要な 者の範囲については 特別 力 n 入 申請書又は変更届の 注意事項の欄を 参照のこど 0 ) 

3. 「特別加入予定者の 作業の内容及び 作業 に 用いる工具 ( 又は材料、 薬品等 ) の名称」欄は、 業務の内容、 @,E 業 
態様等について「できるだけ 詳細に記入してください。 

また、 作業に使用する 工具，薬品については。 使用する振動工具，有機溶剤等を 必ず記入して ド さい。 
4. 建糠 診断証明書の 提出がない者，業務の 内容、 業務 掩 等について虚偽の 甲告を行った 者等については、 特別 加 

人 が認められなかったり、 保険給付が受けられない 場合があ ります。 

5: 労働保険事務組合に 事務委託している 場合又は事務委託を 予定している 場合は、 事務組合の証明を 受けて下さ 

V'o 



持診 様式第 8 号Ⅲ 
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労働者災害補償保険 

特別加入健康診断費用請求書 

      
                      水 

  
金 額                       

内訳 菩 添付件数 枚 

ほか 名 に対する健診費用の 内訳は 

川添内訳書のとおり。 

上記の金額を 請求します。 

昭和 年 月 

住 明 月 

  口ロロロ 口 

日
 

（ 所在地 ) 

名 称 
請求人の ( 病院等の名称 ) 

責任者氏名 ⑳ 

電話 ( )  , 局 番 

支出 官 労働基準局長殿 

（ 労働基準監督署長経由 ) 

銀 行 名 銀行 支店   普 通 

0 口座へ振り 
口 座 客 

㊥ 当 座 
込んで下さい。 口座番号 第 " ヲ 



特設様式第 8 号 2) 
内 訳 主旨 

目 

  

角叉 

診 

者 

  
項 

  

検 

  

直ィ 

  

そ 

  

診 昭 

  

  
  

氏 名 住 所 

府県所掌 管轄 基 幹 番 号 枝番号 

所属する 労働保険番号           
      
      

事業場 又 
  

は 特別 加 名 称 

入団体の 住 所 

TEL （   

目 検査 の 内 訳 点 教 令 額 備 考 

点 円 

査 料 

象 診断 料 

の 他 

新書 料 

ム - 一 一 一 口 十 

食査 年月日 昭和 年 月 日 

  

  

  

  

  



時様式 第 「 号 

  

労働者災害補償保険 

: "" 十 才男，」 て 口ロ 力ヵ 挽 入 退   
通知書 

特別加入者の 給付基礎日額決定 

府 県所掌管 轄 基 幹 番 号 枝番号 承 認 番 ロ言 リ 

労働保険番号             
              

昭和 年 月 日 付けで申請のあ っ た 

中小企業主等 
入 については、   

昭和 年 月 日 より別紙のとおり 承認します。 

ただし、 下記の者については、 特別加入を認めません。 

特別りⅡ入を 認めない 

右の氏名 
特別加入を認めない 理由 

特別加入者に 係る給付基礎日 額 は ついては、 

昭和 年 月 日 より Wlj 添 内訳書のとおり 決定します。 

PnH  矛口 年 月 日 

労働基準局長 囲 

殿 

この決定に不服があ る場合には、 決定があ ったことを知った 日の翌日から 起算して 6 0 日以内 

に労働大臣に 対して審査請求をすることができまず。 



時様式第 3 号 

労働者災害補償保険 

特別㌍ 入 脱会不承認通夫口書 

年 月
 

中小事業主等 
昭和 日付けで申請のあ っ         人 親方等の 

海外派遣者 

入 については、 下記の理由により 承認しません。   
承認しない 

理 由 

昭和 年 月 田 

労働基準局長 囲 

殿 

  

この決定に不服があ る場合には、 決定があ った ことを知った 日の翌日から 

起算して 6 0 日以内に労働大臣に 対して審査請求をすることができます。 



時 様式第 7 号 

労働者災害補償保険 

特別加入不承認通知書 

昭和 年 月 

  

日ケ 上けで届出のあ った「新たに 特別加入 

  せ
 

ま
 

め
 

刀
い
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ム
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Ⅰ
 

 
 名

ん
 

 
 

  

特別加入を認めな い 

老 に 7) 上そを 二， 
特別加入を認めない 理由 

 
 
 
 

月
 

年
 

照
和
 

労働基準局長 印 

  殿 

この決定に不服があ る場合に は 、 決定があ ったことを知った 日の翌日がら 起算して 6 0 日以内 

に労働大出に 刊して   括査 訴求さすることができます。 



 
 

 
 

 
 考

 Ⅱ
 

 
 

 
 

参
 
%
 

Ⅰ
Ⅰ
 臨
 

 
 

            
神別加入予定者の 二名 与 英主との明保           特定 珪梯 との 叫楳 希望する 胎付あ   

  

  
  扮 じん 作粟を行 3% 濫 億 切に 

従 卑した 昭和 年 月 

  伍俺 工具使用の雙 弗   
特定英 珪に   従卒した 

    有臆 溶剤 粟務 期間 の 年 月   
イ 功じん 作 棄を行う吏務 せ 切に 

従 申した 昭考 0     
  提ユ エ兵使用の柴 拐   

特定 菓務に 
    鉛 粟 坊 従卒 l, た 

"  帯 """ 。 " 朋 間の     
  援 じん 作穏さ 行 3 % 務 せ 切に 

従卒した 昭和     
  横句エ具使用の 尭 犠     特定 栗膀に 

従卒した 

ニ 有は溶剤乗務 朋 間の     
  

  拐 じん 作 粟を行う 穏礒   且 切に 
徒 申した 昭和     

  蕃神 エ具 使用の英才   
特定柴胡 に   徒卒した 

ニ 有括 溶剤吏務 期間の     
  扮 じん 作芙さ 行 3% 胡 せ 従もした 切に 昭和 年 月 

  掘 功二具使用の 菜 務   
特定粟特 に   従 申した 

ニ 育成 信刑 主務 門間の     
[ % 正 j 

l 「 邨菊 主上の凹 係コ 牡にⅠ 、 斗ま主が行う 串栗て徒 申する者に   -lL 、 て ・ み 托生が法人その 他の巳 体 てあ るときはその 軽業における 征東上の地位を、 申 梵王か価 八 であ るとさは 申 束生との舵柄を 記 拙 すること。   
                                                                                                                                                                    6 条の l                                                                                                   

正久 琴 の 記ぢそ いで埋むこと。 

4 「 珪携肛 J 朋に i1 、 梓川加入者として 行 う其湧か 「特定英 務 との 明仔 l 柑の ィ から 二 までに掲げる 特定案 湧 のいすれかに 歌堂する弓台てあ りて、 当該特別 力 n 人 予定者小曲去において 当該 接坐 する特定英 移に 従卒したことか 

                      当 な接男 する特定 亜苗に億 切に徒手した 年月 及ひ 従事した M 間の台 計 を記 卍 すること。 

なお                                                                                                                                                                                                                             
  該当 屈に紀卍 することかできないり 台に は   別肛 をけして配位するとと。 



肱弍 第 34 号の「 0 ( 別紙   

  凄 帯刀 条桶 ． 3 号 吏 務 又 は 作 左 の 内 容・ 

  特別 加 八千定者の氏名 に焙 げる 者 
            丑傍 又は作其の見 笘 竹内       特定 粟携 との曲 係 

 
 

 
 

五
 
%
 

 
 

 
 

ろ
日
 

 
 

 
 

布
皮
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  面 じん 作 英を行う 葉沖 億 切に 
従卒した 昭和 年 月 

  振 功エ 其 使用の菓 携   
特定英 膀に   従 卑した 

    有投席刑 乗務 崩柚の   
& 打   

                    
  田 じん作案を行っ 穏礒 め 切に 

也卑した 昭和     
口 桶 功エ二便 囲 の在苗 年 月 

特定文 胡に   従卒した 

"  有 ' 。 " 剛 "" 朗間の   
4  片 

                  
  拐 じん 作粟を 行 う尭轄 ほ けに 

健 卑した 昭和   
  田助 工具使用の茉 携   

特定 莱傍に     
徒 与し /     

    有柑届 刑死 桔   
      

  

  扮 じん 作 栗を行っ 菓傍 且 切に 
佳与した 昭和     

  揖 功エ 具 使用の莱 携   
特定英 携に   従 与した 

    五 % 何 % 英拮 期間の     
    

  拐 じん 作 英を行う兵務   な 功に 
従卒した 昭和     

。 授 。 """" 。 ""   
特定乗務 L   従卒した 

    百段溶剤 粟坊 朋間の     
                  

( 注屯 @ 
  「法案 2 7 条 簗 ] 号に 荘 ける者との的 仔 」 は には、 団体の窩 托 旦が行っ 与栗に 従事する者についてその 出 成員との 億柄を 配位すること。 

2 「兵務又は作其の 具体的円谷」窩には．特別加入者として 行 う菜務 又は作菓の具体的内 容 を配 祝 すること。 

3@ @@   inDAszL ， r@ ， iSiBi Ⅹ   ittasiiir@@saass@ooaff ． Jfflto ・ @                                                                                                                     っ 。 ) の @                                             モ 0% 

当 する特定英湧の 記号を 0 て 囲むこと。 

り 「 英挽桶 : 届には、 特別加入者として 行 3% 携 又は作 菓が 「特定英 務 との 穏係 J 田の ィか ら ニ正 てに掲げる特定文 肪 のいずれかに 該当するり合であ って   当該特別 h 八千定者が過去において 当該該当する 特定 菓携に徒も し 

たことがあ ると古に、 当腰該当する 特定 栗槻に億 切に 碇 $ した年月及び 礎 早した用用の 合計を記 化 すること。 

なお、 特別加入者として 行 3% 濫 又は作 畦が 「特定東胡との 便係 J 胆の ィ か つニ までに 熔 ける特定 栗務 のいずれにも 該当しない % 台け、 「 粟携佳 J 靭の紀柑は不要であ ろこと。 

 
 該当店に 妃 位することがてきない % 台には   別 舐を刊して 記拉 すること。 



株式 丑 3,d. 丑の a ( 表面 ) 

届
 

更
 

"
 
変
り
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す
 Ⅰ
 

 
 

 
 き

閑
 及
 

 
 

 
 

0
 
人
格
 

 
 

力
 

 
 
 
 

口
 
@
@
 

り
 

特
 

軒 -   埼 年         梓川 加 文史を生。 。 者の氏 "   神別 
  

加 功   
    人吉 
      
  て な   正 年     
  作 某の内容     め く 

      なつ 
    

  変更 

ニ笘 X る者との曲 は 27 笘 3 条 弓に掲げ 第 係 l 号     
      

ユ秦 2 T 条桶 @ 号   又は年 3 号に 焙げ - 鰍 

見付年月日 
6 者との曲 係 

に憶     
  

      古里する 拾 竹玉 健 口砥     
  粟務 又は作 粟 の具体的円谷             0 %     

      扮 じん 作 楚を行う英 携 
血切に徒口 した年月 昭和   

  握 功二見任用の 英 務 
  

つ な   " 践 ""   
  従 卑した     
      右舷 港剤英枕 期間の合計 

上記のとおり 袈 更を生じたので 届けます。 
" " 所 " " " 壬 俺 番 号 技 香音 

分村保坂 審号   
                

        
昭和                       

労 働 笘 硅 局 長 鞍 
も 某の名称 

キ尭 弓の所在地 

( 何便 蕃 与 一   

住所 血話     
串 英主の 

氏名   

( 法人その他の 団体のとさはその 名称 及ひ 代表者の氏名 ) 


